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厚生労働省 資料

第８次計画（2024年度～2029年度の6年間）に係る

国の作成指針等は令和４年度内に策定される予定

（ただし、新興感染症は令和５年度早期）
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各専門部会（５疾病・６事業・在宅医療）

○ がん対策推進計画策定委員会

〇脳卒中医療体制検討部会

〇心筋梗塞等の心血管疾患医療体制検討部会

〇糖尿病医療体制検討部会

〇精神疾患対策部会

◇小児医療体制検討部会

◇周産期医療協議会

◇ 救急・災害医療体制検討部会

◇ へき地医療支援計画策定会議

◇感染症予防対策委員会

□在宅医療体制検討部会

連 携

・専門部会において、疾病等

ごとの医療体制構築につい

て協議

・地域医療の課題について検討

・課題解決の方策を検討

・各医療機関の機能の明確化

・在宅医療の受皿として各市町

において整備が必要な施設数

等について協議

など

医

療

審

議

会

福井県における第８次医療計画策定の検討体制について

各専門部会の開催

調整会議などの開催

県

議

会

へ

の

報

告

・

パ

ブ

コ

メ

の

実

施

医

療

審

議

会

・専門部会、調整会議、

パブコメ等の結果を

集約し、計画作成
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・ 地域医療構想調整会議

（二次医療圏、基準病床数、外来体制など）

・ 地域医療対策協議会（医師確保対策など）

・ 連携協議会（感染症予防計画など）

・ 県と市町等との協議の場

（市町が策定する介護保険計画との整合など）



第８次医療計画策定に係る国指針等の方向性 （二次医療圏など）

• 既設の二次医療圏が入院に係る医療を提供する一体の圏域として成り立っていない場合は、その見直しを検討

• その基準は第７次医療計画の考え方を踏襲し、見直しを行わない場合は、その理由（地理的条件、面積、交通アクセス等）を明記

• ５疾病・５事業および在宅医療における圏域については、引き続き弾力的に設定することを可能とする。

二次医療圏の設定

• 退院率、入院受療率、病床利用率など基準病床数の算出に用いる数値については、これまで直近の患者調査等のデータを用いて算定

• 直近のデータは新型コロナウイルス感染症の影響を受けている値となっていることから、同感染症の影響を受けていない最新の数値

を用いて算出（令和２年以降のデータは除外）

基準病床数の設定

• 三次医療圏および二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価するための医師偏在指標等について見直しを行う。

• 2024年4月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行。医師の労働時間短縮と地域医療提供体制の両立が重要であるため、個別の

医療機関における医師の働き方改革だけでなく、地域医療構想に関する取組や医師確保の取組を連動して推進

• 人口減少や高齢化など地域医療構想の背景である中長期的な状況や見通しは変わっていないため、地域医療構想についてはその基本

的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

• 現在の構想は2025年まで。国として、高齢者人口がピークを迎え減少に転じる2040年を視野に入れ新たな構想策定の枠組みを検討中

地域医療構想

医師の確保

• 外来機能報告で入手可能な紹介率等のデータを活用し、紹介受診重点医療機関の役割も踏まえた地域の外来医療体制の在り方を検討

• 地域で必要な外来医療体制の構築を進める観点から、地域で不足する医療機能（夜間・休日の診療、在宅医療等）について、具体的

な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に努めることとする。

外来医療体制

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和4年12月28日 意見等の抜粋）
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第８次医療計画策定に係る国指針等の方向性 （５疾病・６事業・在宅医療）①

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和4年12月28日 意見等の抜粋）

項目 見直しの方向性 具体的な内容 指標の見直し（例）

がん

• 「がん対策推進基本計画」の内容を踏まえ取り組

むことを基本とする。

• 引き続き、治療を主とする医療に加え、予防や社

会復帰、治療と職業生活の両立に向けた支援等

に取り組む。

• 指標については、がん対策推進協議会における

議論の内容を参考に見直しを行う。

• がん医療の均てん化に加え、ゲノム医療等の

高度かつ専門的な医療等について、役割分担

や集約化を推進

• 多職種連携のチーム医療の提供体制を整備

• 小児・AYA世代のがん対策など特性に応じた

がん対策を地域の実情に応じて整備

• 感染症拡大時でも診療が提供できる体制整備

• 精密検査の受診率

• 診断から手術までの日数

• 初診から確定診断まで１か月未満の患者割合

• 緩和ケア研修会修了者数

• がん相談支援センターでの新規相談件数

脳卒中

• 「循環器病対策推進基本計画」の内容を踏まえ

取り組むことを基本とする。

• 指標については、厚生労働科学研究において、

案が提言されており、その内容を参考として見直

しを行う。

• 病院前救護における救急隊による患者スク

リーニング体制の構築

• 標準治療の普及・均てん化（脳梗塞に対する

血管内治療、遠隔医療システムの拡充）

• 回復期や維持期における医療体制強化、脳卒

中患者の就労両立支援の充実

• 脳卒中疑い患者に対し主幹動脈閉塞を予測

する観察指標を利用している消防本部数

• 脳梗塞に対する血栓回収療法の実施件数

• リハビリテーション科医師数

• 両立支援コーディネーターの受講者数

• 脳卒中患者に対する療養・就労両立支援件数

心筋梗塞等の心血管疾患

• 「循環器病対策推進基本計画」の内容を踏まえ

取り組むことを基本とする。

• 指標については、厚生労働科学研究において、

案が提言されており、その内容を参考として見直

しを行う。

• デジタル技術を含む新たな技術活用（アプリ・

AI等を用いた診断・診療の補助、ICTの活用に

よる連携体制構築）

• ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の推進

• 感染症拡大時でも診療が提供できる体制整備

• 急性心筋梗塞患者に対するPCI実施率

• 大動脈疾患患者に対する手術件数

• 両立支援コーディネーターの受講者数

• 心血管疾患での介護連携指導料算定件数

• 特定保健指導の実施率

糖尿病

• 「健康日本 21」 や「医療費適正化計画」の見

直しに係る検討状況等を踏まえる。

• 発症予防、治療・重症化予防、合併症治療・

重症化予防の各ステージに重点をおく。

• 指標については、腎疾患対策および糖尿病

対策の推進に関する検討会における議論の

内容を参考として見直しを行う。

• 糖尿病診療におけるかかりつけ医と専門家等

との連携や多職種連携の整備を推進

• 地域の保健師と連携した発症予防に係る取組

などを推進

• 重症化予防の観点から、就労支援、健診受診

者や治療中断者への受診勧奨等を推進

• 感染症拡大時でも診療が提供できる体制整備

• 特定健診での受診勧奨によって実際に医療

機関へ受診した糖尿病未治療者

• 糖尿病治療を主にした入院患者数

• 妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対する専門

的な治療を行う医療機関数

• HbA1c もしくは GA 検査の実施

• 糖尿病専門医数 6



第８次医療計画策定に係る国指針等の方向性 （５疾病・６事業・在宅医療）②

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和4年12月28日 意見等の抜粋）

項目 見直しの方向性 具体的な内容 指標の見直し（例）

精神疾患

• 多職種・多機関の有機的な連携体制を構築する。

• 医療、障害福祉・介護その他サービスを切れ目なく

受けられる体制を整備する。

• 「普及啓発、相談支援」、「地域における支援、危機

介入」、「診療機能」、「拠点機能」の段階ごとに指標

例を定める。

• 精神科病院、精神科訪問看護を行う訪問看護事業所などと

連携し体制整備を推進

• 精神障害にも対応できる地域包括ケアシステム構築を推進

• 精神疾患の医療体制構築に当たっては、新興感染症も勘案

• 行政機関において精神保健福祉相談支援に専

従している職員数、相談支援の実施件数

• 心のサポーター養成研修実施数、修了者数

• 在宅精神療法または精神科在宅患者支援管理

料を算定した患者数

• 精神科訪問看護・指導料または精神科訪問看

護指示料を算定した患者数

救急医療

• 救急搬送の増加が見込まれる高齢者の特性を踏ま

えた救急医療機関の役割を明確化する。

• 居宅や介護施設の高齢者が意思に沿った救急医療

を受けられる環境整備を進める。

• ドクターヘリやドクターカーについて、より効果的な

活用ができる体制を構築する。

• 初期から第三次までにおいて、救急医療機関の機能に応じ

た役割を明確化

• 高度救命救急センター等における体制整備（専門知識や技

術を要する患者対応が可能な人材を平時から育成・配置）

• 高次の医療機関からの転院搬送を促進

• 救急車要請に迷う場合等の相談体制整備

• ドクターヘリの広域連携体制の構築、ドクターカーの効果的な

活用方法を検討

• 感染症拡大時にも対応できる救急体制整備

• 救命救急センターの応需率

• 心肺蘇生を望まない心肺停止患者への対応方

針を定めている消防本部の割合

• 心原性心肺機能停止傷病者（一般市民が目撃

した）のうち初期心電図波形がVF又は無脈性VT

の一ヶ月後社会復帰率

災害医療

• DMAT ・ DPAT 等の派遣円滑化や保健医療活動

チームの間での多職種連携を進める。

• 災害時に拠点となる病院、それ以外の病院が、その

機能や地域における役割に応じた医療提供を行う

体制の構築を進める。

• 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在の医療

機関は、浸水対策を進める。

• 医療コンテナの災害時における活用を進める。

• DMAT ・ DPAT 等は感染症拡大時においても感染制御等の活

動に対する支援を実施

• 様々な保健医療活動チームと共に訓練を実施し、災害時に

おける必要な役割を確認

• 災害時に拠点となる病院以外の病院についても必要な防災

対策を推進

• 災害拠点病院は、風水害による被災を軽減するため、止水

対策や浸水対策を講じる。

• 訓練時、実災害時、イベント時などにおいて、医療コンテナを

活用し有用性を検証

• DMAT感染症研修を受講したDMAT隊員の隊員

数および割合

• 災害医療コーディネーターの任命数および地域

災害医療コーディネーターの任命数

• 災害拠点病院以外の病院における自家発電機

の燃料の備蓄（３日分）の実施率

• 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在の病

院において浸水対策を講じている病院の割合
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第８次医療計画策定に係る国指針等の方向性 （５疾病・６事業・在宅医療）③

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和4年12月28日 意見等の抜粋）

項目 見直しの方向性 具体的な内容 指標の見直し（例）

へき地医療

• へき地の医師確保は、引き続きへき地の医療計画と

医師確保計画を連動して進める。

• 国は自治体におけるオンライン診療を含む遠隔医療

の活用について支援を行う。

• へき地医療拠点病院の３事業（巡回診療、医師派遣、

代診医派遣）の実績向上に向けた取組を進める。

• へき地医療支援機構は、地域枠医師等の派遣を計

画する地域医療支援センターと緊密に連携

• 遠隔医療に関する補助金による支援や好事例紹介

等による技術的支援を実施

• オンライン診療を活用して行った巡回診療・代診医派

遣についても、事業実績に含めることを明確化

• へき地医療拠点病院からの巡回診療のうち、オン

ライン診療で行った回数・日数・延べ受診患者数

• へき地医療拠点病院からの代診医派遣による診

療のうち、オンライン診療で行った回数・延べ日数

周産期医療

• 周産期医療の質向上と安全性の確保のため、周産

期医療圏を柔軟に設定する。

• 幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、周産期

医療に関する協議会を活用する。

• ハイリスク妊産婦対応や医療的ケア児の在宅ケアの

移行支援など周産期医療体制の整備を進める。

• 周産期医療に携わる医師の勤務環境改善を進める。

• 二次医療圏にこだわらず、周産期母子医療センター

を基幹にするなど周産期医療圏を柔軟に設定

• 協議会の構成員には、地域の周産期医療に携わる

医師のほか、助産師等看護職を含むことを基本

• 総合周産期母子医療センター中心に、精神疾患を含

め合併症等ハイリスク妊産婦に対応する体制を構築

• 医師の働き方改革を進めつつ、必要な医療を確保

• 感染症拡大時でも診療が提供できる体制整備

• 院内助産や助産師外来を行っている周産期母子

医療センター数

• NICU入院児の退院支援を専任で行う者が配置さ

れている周産期母子医療センター数

• 退院支援を受けたNICU・GCU入院児数

• 市町の母子保健事業について、妊産婦に個別に

情報提供を行っている周産期母子医療センター数

小児医療

• 小児患者が救急も含めて医療を確保できるよう医療

圏を設定する。

• 幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、小児医

療に関する協議会を活用する。

• 医療的ケア児を含め、地域の子どもの健やかな成育

が推進できるよう、支援体制を確保する。

• 小児医療、特に新生児医療に携わる医師の勤務環

境改善を進める。

• 周産期医療圏との連携のもと、小児医療圏と小児救

急医療圏を一本化

• 協議会の構成員には、地域の小児医療に携わる医

師、看護師を含むことを基本

• 医療的ケア児が入院する医療機関は、医療的ケア

児およびその家族への支援体制に参画

• 医師の働き方改革を進めつつ、必要な医療を確保

• 感染症拡大時でも診療が提供できる体制整備

• 子ども医療電話相談（♯8000 ）の応答率

• 在宅小児の緊急入院に対応している医療機関数

• 在宅医療を担う医療機関と入院医療機関が共同

して在宅での療養上必要な説明および指導を行っ

ている医療機関数

• 退院支援を受けたNICU ・GCU 入院児数
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第８次医療計画策定に係る国指針等の方向性 （５疾病・６事業・在宅医療）④

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和4年12月28日 意見等の抜粋）

項目 見直しの方向性 具体的な内容 指標の見直し（例）

在宅医療

• 今後需要が見込まれる在宅医療の需要増加に向け、

在宅医療の体制整備を進める。

• 在宅療養患者の急変に適切に対応するための情報

共有や連携を進める。

• 平時から在宅医療に係る関係機関の連携体制構築

を進めるとともに、災害時のBCP策定を推進する。

• 在宅医療における各職種の機能・役割について明確

にする。

• 「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」、

「在宅医療に必要な連携を担う拠点」の機能や役割

を計画に記載

• 急変時対応の関係機関として、消防や後方支援を行

う医療機関を明確化

• 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」等においてBCP

策定を推進

• 在宅患者の身体機能および生活機能の回復・維持

を図る観点から、口腔の管理、リハビリテーション、

栄養管理について、関係職種間での連携を推進

• 機能強化型在宅療養支援医療機関の数

• 訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数

• 麻薬調剤・訪問薬剤管理指導を実施する薬局数

• 麻薬調剤・訪問薬剤管理指導を受けた患者数

• 小児の訪問薬剤管理指導を実施する薬局数

• 小児の訪問薬剤管理指導を受けた患者数

• 24 時間対応可能な薬局数

• 訪問リハ実施の医療機関・老健・介護医療院数

• 医療機関から訪問リハを受けた患者数

• 訪問栄養食事指導を実施する医療機関数

• 訪問栄養食事指導を受けた患者数

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和5年3月9日 意見等の抜粋）

項目 策定の方向性 具体的な内容 指標のイメージ

新興感染症

• 対応する新興感染症は、感染症法に定める新型イン

フルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症を

基本とする。

• 医療計画の策定に当たっては、感染症に関する国内

外の最新知見を踏まえつつ、一定の想定を置くことと

するが、まずは現に対応しており、これまでの対応の

教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染

症への対応を念頭に取り組む。

• 都道府県と医療機関との協定締結

（１）コロナ病床関係 （２）発熱外来関係

（３）自宅・宿泊療養、高齢者施設の患者対応関係

（４）後方支援関係 （５）人材派遣関係 など

• 協定締結プロセスにおいて考慮すべき事項

（１）二次医療圏にこだわらず、重症患者の医療は

県単位で確保するなど柔軟に体制構築

（２）各医療機関との協定案（病床割当て等）を策定

した上で協議を行い、その結果を公表 など

• コロナ患者受入れ病床数

• 発熱外来を設置する医療機関数

• 自宅療養者などを診療する医療機関数

• コロナ回復後の入院患者受入れ医療機関数

• コロナ対応に派遣可能な医師数、看護師などの数

• 個人防護具を十分に確保している医療機関数

• 院内感染対策ネットワークに参加する医療機関数

• 感染対策向上加算を算定している割合

• 外来感染対策向上加算を算定している割合 など
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第８次福井県医療計画策定に係る国指針等の方向性 （外来医療、医師確保）

（ ※ 国の第８次医療計画等に関する検討会 令和4年12月28日 意見等の抜粋）

項目 外来医師偏在指標に関すること 医療機器の効率的活用に関すること 外来医療の機能分化・連機に関すること

外来医療

• 外来医師偏在指標については、引き続き現行の

計算式を使用する。

• 地域に必要な外来医療体制の構築を進める観点

から、地域で不足する医療機能（夜間・休日診療、

在宅医療など）について、目標を定め達成に向け

た取組の進捗評価に努める。

• 外来医師多数区域における新規開業者に対して

は、地域で不足する医療機能を担うことに合意が

得られた事項に関し、医師会や市町と情報共有す

るなどフォローアップを行う。

• 地域の医療機関が活用可能な医療機器を把握できる

よう、医療機器の配置・稼働状況に加え、共同利用計

画から入手可能な、医療機器の共同利用の有無や画

像診断情報の提供の有無等の方針についても可視化

を進め、必要な共同利用を促進する。

• 地域の医療資源を可視化する観点から、新たに医療

機器を購入する医療機関に対し購入後の当該医療機

器の稼働状況について、報告を求める。

• 外来医療計画について、紹介受診重点医療機関と

なる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把握

可能な紹介受診重点外来の実施状況などの情報

を新たに盛り込む。

• 外来機能報告により入手可能な重点外来や紹介・

逆紹介等のデータを活用し、地域の外来医療提供

状況について把握するとともに、紹介受診重点医療

機関の機能や役割も踏まえた地域の外来医療体制

の在り方について、検討を行う。

項目 見直しの方向性 具体的な内容 目標医師数

医師確保

• 医師偏在指標などの精緻化を行う。

• 安定した医師確保を行うため、地域枠に加え地元

出身者枠も、恒久定員内への設置を進める。

• 寄附講座の設置、派遣元医療機関への逸失利益

補填に加え、その他の既存の施策を組み合わせ

ることで、医師少数区域等の医師確保を推進する。

• 三次医療圏および二次医療圏ごとの医師の多寡を統

一的・客観的に比較・評価するための医師偏在指標

等について見直しを行う。

• 「産科医師偏在指標」を「分娩取扱医師偏在指標」に

変更する。

• 柔軟に運用できる地元出身者枠の恒久定員内への

設置について、積極的に大学と調整を行う。

• 派遣医師が医師少数区域経験認定医師を取得可能

になるよう配慮することや、専門医制度の連携プログ

ラム、寄附講座等による医師派遣といった既存の施

策を組み合わせることを通じ医師派遣を促進する。

• 国は、医師確保の好事例を各都道府県に周知する。

• 医師少数区域の目標医師数は、引き続き、計画期

間終了時の医師偏在指標の値が、計画期間開始

時の全二次医療圏の医師偏在指標の下位１／３

に相当する医師偏在指標に達するために必要な

医師数とする。

• 医師少数区域以外の目標医師数は、原則として、

計画開始時の医師数を設定上限数とする。
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二次医療圏の設定方法（医療計画作成指針 平成29年3月31日 厚生労働省通知 抜粋）

（１） 二次医療圏の設定に当たっては、地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状態、交通事情

等の社会的条件を考慮して一体の区域として病院における入院に係る医療（三次医療圏で提供することが

適当と考えられるものを除く。）を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められる区域を単位

として設定することとなるが、その際に参考となる事項を次に示す。

① 人口構造、患者の受療の状況（流入患者割合及び流出患者割合を含む。）、医療提供施設の分布など、

健康に関する需要と保健医療の供給に関する基礎的事項については、二次医療圏単位又は市町村単位で

地図上に表示することなどを検討する。なお、患者の受療状況の把握については、患者調査の利用の他、

統計学的に有意な方法による諸調査を実施することが望ましい。

人口規模が２０万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り

立っていないと考えられる場合（特に、流入患者割合が２０％未満であり、流出患者割合が２０％以上

である場合）、その設定の見直しについて検討する。

なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間等も

考慮することが必要である。

また、設定を変更しない場合には、その考え方を明記するとともに、医療の需給状況の改善に向けた

具体的な検討を行うこと。

② 既存の圏域、すなわち、広域市町村圏、保健所・福祉事務所等都道府県の行政機関の管轄区域、学校

区（特に高等学校に係る区域）等に関する資料を参考とする。

③ 地域医療構想の区域に二次医療圏を合わせることが適当であること。

（２） ５疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制を構築する際の圏域は、従来の二次医療圏

に拘らず、患者の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定する。 11



第7次医療計画における見直し基準に該当する二次医療圏への対応状況 令和4年10月7日

厚生労働省 資料
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３

二次医療圏と他の計画・圏域との関係 令和4年10月7日

厚生労働省 資料
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福井県医療計画における現状の二次医療圏と今後の対応（案）

• 国は、第８次医療計画においても第７次医療計画における医療圏設定の考え方を踏襲する旨を医療計画作成指針に記載する方針

（人口規模が２０万人未満、流入患者割合が２０％未満、流出患者割合が２０％以上の二次医療圏は見直しを検討）

• 患者の流出率および流入率については、直近の患者調査等のデータではなく、国が実施した令和元年患者調査を活用することになる

ため、詳細な分析は今後行うものの、奥越医療圏と丹南医療圏は引き続き指針に定める見直し基準に該当すると想定

• 見直し基準に該当した上で設定を変更しない場合は、医療の需給状況改善に向けた具体的な検討が必要（地元病院の利用促進、役割

分担や連携、在宅医療推進など患者流出を抑える方策）になるため、地元市町や医師会と協議するとともに、地域医療構想調整会議

で議論し、その結果について次回の医療審議会に提示したい。

今後の対応（案）

区 分
人口（人）

平成29年10月

面積（㎢） 平成28年11月福井県患者調査

構成市町

流出率 流入率

福井・坂井 401,897 957 2.7％ 20.8％
福井市、坂井市、

あわら市、永平寺町

奥 越 55,595 1,126 38.0％ 2.8％ 大野市、勝山市

丹 南 183,336 1,007 25.7％ 6.3％
鯖江市、越前市、池田町、

南越前町、越前町

嶺 南 137,501 1,100 16.5％ 9.2％
敦賀市、小浜市、美浜町、

高浜町、おおい町、若狭町

合 計 778,329 4,190 ９市８町

【現状（第７次医療計画）の二次医療圏】

・ 下線は、国の医療計画作成指針の見直し条件に該当する部分。３条件全てに該当したのは奥越と丹南

・ 地元市町からの要望、豪雪地帯など気象条件、交通アクセスや高齢化の状況、地元医療機関による地域包括ケア病棟の整備などを考慮し、４医療圏を維持
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（参考）福井県患者調査における流出率

【平成２８年１１月福井県実施】（第７次医療計画に採用）

区 分

医療機関所在地
流出率
（R4）

福井・坂井 奥越 丹南 嶺南 県外 合計

患
者
住
所
地

福井・坂井 97.0% 0.3% 2.0% 0.5% 0.2% 100.0% 3.0%

奥越 40.4% 57.7% 1.3% 0.4% 0.2% 100.0% 42.3%

丹南 27.8% 0.0％ 71.4% 0.8% 0.0％ 100.0% 28.6%

嶺南 13.0% 0.0％ 1.6% 82.5% 2.9% 100.0% 17.5%

【令和４年１１月福井県実施】 （参考値） ※第８次医療計画では国実施の令和元年患者調査を活用

区 分

医療機関所在地
流出率
（H28）

福井・坂井 奥越 丹南 嶺南 県外 合計

患
者
住
所
地

福井・坂井 97.3% 0.2% 1.9% 0.3% 0.3% 100.0% 2.7%

奥越 37.3% 62.0% 0.5% 0.2% 0.0% 100.0% 38.0%

丹南 25.0% 0.0％ 74.3% 0.7% 0.0％ 100.0% 25.7%

嶺南 12.2% 0.0％ 0.8% 83.5% 3.5% 100.0% 16.5%
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基準病床数制度について 令和4年5月25日

厚生労働省 資料
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基準病床数と既存病床数

17



• 基準病床数の算定に必要な数値等は厚生労働省告示で示されるため、今後の改正告示を踏まえ、第８次医療計画における基準

病床数を算定することとしたい。

• その際、患者の流出率および流入率については、国の医療計画作成指針に基づき、直近の患者調査等のデータではなく、国が

実施した令和元年患者調査を活用することとする（本県が実施した令和４年度患者調査は活用しない。）。

• 算定結果については、二次医療圏の設定とともに地域医療構想調整会議で説明し、その状況を次回の医療審議会に提示したい。

今後の対応（案）

福井県医療計画における現状の基準病床数と今後の対応（案）

【現状（第７次医療計画）の基準病床数と既存病床数】

二次医療圏 基準病床数
既存病床数

（令和4年3月31日時点）
基準超過病床数

福井・坂井 ４，２３７ ４，９８６ ＋７４９

奥 越 ４１６ ３９７ △１９

丹 南 １，３４４ １，６０８ ＋２６４

嶺 南 １，２３０ １，２５７ ＋２７

合 計 ７，２２７ ８，２４８ ＋１，０２１

①一般病床および療養病床

②精神病床 ③結核病床 ④感染症病床

基準病床数
既存病床数

（令和4年3月31日時点）

１，８７２ ２，１４４

基準病床数
既存病床数

（令和4年3月31日時点）

２０ ２０

基準病床数
既存病床数

（令和4年3月31日時点）

２２ ２８

※ 既存病床数は、許可病床数から重度心身障害児（者）の受入病床を除くなど法令に基づく補正を行ったもの。
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５疾病・６事業・在宅医療の検討状況について ①

検討部会 主な意見

がん委員会

（３月２２日）

• 国が策定する「第４期がん対策推進基本計画」、第８次医療計画の「基本方針」や「医療計画作成指針」を踏まえ、

今後検討を進める。

脳卒中医療体制検討部会

（３月１日）

• 診療件数は減っているが、診療の体制・仕組みは整っており、何かおかしいところがあるという話ではない。

• 脳卒中連携パスがそろっているのが福井県の素晴らしいところ。パスの指標を使えるようにしてはどうか。

• 国の指標例をみると「脳卒中における地域連携計画作成等の実施件数」がある。引き続き評価対象としてはどうか。

心筋梗塞等の心血管疾患

医療体制検討部会

（３月７日）

• 小さい県なので、各医療圏で施設を充実させるというより、ドクターヘリなどで迅速に搬送することが重要である。

• 心筋梗塞は地域の医療機関に紹介しているが、リハビリテーションについても協力できる体制ができるとよい。

• 急性期病院から外来リハを実施する医療機関への流れを整備できれば、心不全の再入院率低下や心筋梗塞再発予防の

力強いツールとなる。

• 将来はＡＩを活用したマッチングなども可能になるのではないか。

糖尿病医療体制検討部会

（１月３１日）

• 70歳未満の糖尿病性腎症による新規透析導入者数は当初の目的だったかもしれないが、現在透析患者の新規導入の平

均年齢は男女とも70歳を超えている。70歳以上の目標も必要ではないか。

精神疾患対策部会

（２月１日）

• 第８次医療計画では、福祉も含めた多機関が有機的に連携することが求められている。

• 県計画も依存症・自殺・認知症・こどもの心等の分野において、地域と福祉をつなぐ内容を踏まえた計画策定を進め

ていただきたい。

• 医療は２４時間対応だが、福祉が２４時間対応可能となっていない。

• 周産期のうつなどに対応するため、精神科・産婦人科・小児科の医師の連携が必要である。

• 私的企業で発達障がい者等を支援する企業が出てきた。民間企業とも連携が取れるような仕組みを検討いただきたい。

• グループホーム等で私的企業が県外から参入し、発達障がいや人格障がいの方を受入れているが、診察や入院の際に

も不介入であったり、訪問看護師に丸投げしているような事業所等もあり、対応が不十分な場合もある。

• 行動障害を抱える方等が利用できる民間企業の福祉施設を見学に行ったが、料金が高額なため一般家庭による利用は

ハードルが高いかもしれない。

【５疾病について】
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５疾病・６事業・在宅医療の検討状況について ②

検討部会 主な意見

救急・災害医療体制検討

部会

（３月１３日）

• 看取りだけのために救急搬送されることがある。

• 県と医師会でエンディングノートを共同で作成するなど、検討を進めているところだと思うが、ＡＣＰについても計画

にいれていった方がよいと思う。

• ＃７１１９で救急搬送にならないようにするのも一つだと思う。

へき地医療支援計画策定

会議（２月２２日）
• 国が策定する第８次医療計画の「基本方針」や「医療計画作成指針」を踏まえ今後検討を進める。

周産期医療協議会

（２月２８日）

• 小児医療圏は嶺北と嶺南の２つに設定。周産期も同じ枠組みにしてよいのか。現実的に奥越の人は福井で対応している。

• 助産師が協議会の構成員として入ることに賛成。東京など全国ではコロナをはじめ、助産師が様々な対応を担っている。

• 助産師のタスクシフトシェアについて、福井県は分娩対応医療機関が１５機関であり、出産数も多くない。病院の経営

的なこと等からどこまでが現実的かを考えた方がよい。

• 妊産婦のメンタルヘルスケアについて、産科、精神科だけでなく、小児科、行政も含め連携した体制づくりをしていけ

るとよい。心理士も入り、小児新生児の手厚いケアができるようになるとよい。

• 気がかり親子は小児科では心理士に入ってもらいケアしているが、産科と小児科のつなぎ部分をどうバトンタッチする

かが課題。NICUがない病院が盲点である。乳児健診以降になると母親よりもこどもの発達メインになっている。

• 気がかり親子については、子どもは帰れる状態でも親の状態で帰れない場合がある。スタッフから見て心配で帰せない

というケースがある。どう見て退院させていくかが課題。そういった役割を担うセンター等が作れるとよい。

• 在宅医療について、高齢者はケアマネがいるが、子どもは全体的にコーディネート、包括的ケアできる人がいない。

• 福井の場合は、健診という数分の場面より子育ての間の観察、母子保健・保育の場面での観察が大事ではないか。

• 医療、障がい、小児、周産期、母子保健など横の連携が必要。精神科の医師にも会議に参加してもらってはどうか。

【６事業について（救急、災害、へき地、周産期）】
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５疾病・６事業・在宅医療の検討状況について ②

検討部会 主な意見

小児医療体制検討部会

（８月２４日）

• 小児死亡率については、死産数と小児の死亡率の関係を踏まえたうえで、評価するべき。

• 必要な医師数を確保することが必要。総合周産期医療センターのあり方を見直す必要があり、集約化が必要だと考える。

• ＮＩＣＵや小児救急を24時間対応するには、交代制や変形労働制となるため、これに対しどのように小児科医の必要

数を算定するか考えることが必要。働き方改革を達成できる医師の数も踏まえて考えてほしい。

• 災害時小児周産期リエゾンの任命者数を目標としているが、災害時に実際に活動できるかが重要。災害時においてどの

ようにリエゾンを活用するか検討すべき。

感染症予防対策委員会

（３月６日）

• 国が策定する第８次医療計画の「基本方針」や「医療計画作成指針」について、「新興感染症」の内容は検討が遅れて

おり、国は令和５年度早期の策定を目指しているため、その内容を見て今後検討を進める。

在宅医療検討部会

（３月２７日）
• 国が策定する第８次医療計画の「基本方針」や「医療計画作成指針」を踏まえ今後検討を進める。

【６事業（小児、新興感染症）・在宅医療について】

• 各部会において、第７次医療計画の評価を行うとともに、国策定の第８次医療計画に関する指針等や地域医療構想調整会議の議論

（令和４年度実施のアンケート調査を含む。）を踏まえ、各医療体制の現状や課題を把握し、検討すべき事項や論点を明確にする。

• その上で、各部会では、今後の対策の方向性、指標の見直し、指標の見直しなどに伴い関係医療機関を第８次医療計画に位置付ける

ための基準変更の有無、その基準を満たすか把握するための医療機能調査の内容などについて検討し、その状況を次回の医療審議会

に提示したい。

今後の対応（案）

・ その他、地域医療構想・外来医療体制については地域医療構想調整会議、医師確保等については地域医療対策協議会において、今後検討を進める。
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時 期 第８次医療計画 関係 地域医療構想 関係

令和５年３月下旬
・国が「医療計画作成指針」等を改正

・医療審議会（第８次医療計画の論点、検討体制など）

令和５年６月
・地域医療構想調整会議

（二次医療圏、基準病床、医療・介護の連携など）

・地域医療構想調整会議

（紹介受診重点医療機関の指定、各医療機関の対応方針、

公立病院経営強化プランなどの議論）

令和５年７月～８月
・５疾病、６事業、在宅専門部会

（各事業・疾病の医療圏、医療機能調査の内容、設定指標など）

令和５年８月下旬
・医療審議会

（第８次医療計画の骨子、二次医療圏、地域医療構想など）

令和５年９月
・医療機能調査（医療機関の位置付けを検討するための調査）

・県民アンケート

令和５年１１月～１２月

・５疾病、６事業、在宅専門部会

（医療機能調査の結果、指標・数値目標、課題・施策など）

・地域医療構想調整会議

（第８次医療計画の素案、二次医療圏、基準病床など）

・医療、介護連携ワーキング（医療計画と介護保険計画の整合）

・地域医療構想調整会議

（各医療機関の対応方針、公立病院経営強化プランの素案など）

令和５年１２月下旬
・医療審議会

（第８次医療計画の素案、地域医療構想の推進など）

令和６年２月～３月

・パブリックコメント、市町、保険者協議会意見照会

・地域医療構想調整会議

（第８次医療計画の案、地域医療構想の進捗状況など）

・医療、介護連携ワーキング（医療計画と介護保険計画の整合）

・地域医療構想調整会議

（各医療機関の対応方針、公立病院経営強化プランの決定など）

令和６年３月下旬 ・医療審議会（第８次医療計画の案,、地域医療構想の推進など）

第８次福井県医療計画策定の主なスケジュール（案） ※ 第７次計画策定時を参考
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